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税制抜本改革について

◎論点整理が必要

○２３年度税制改正の扱い
特に法人税減税との関係で整理された税はどうなるのか。

○消費税についての集中議論が必要
１．税率
２．軽減税率の適用
３．二重課税（自動車取得税、印紙税、不動産流通課税等）
４．国と地方の配分

○自動車車体課税の抜本的見直し（エコカー減税の取扱を含む）
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